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市民交流部 市民協働推進課 

 

【事業目的】 

自治会館の新築、増改築若しくは改修又は自治会館の用に供する建物を取得しようとする自治

会に対し補助を行うことにより、地域住民の親睦及び福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

【申請状況】 

（単位：円） 

年度 内訳 件数 補助金額 合計 

R2 
増改築事業 0 件 0  

835,000  改修事業 3 件 835,000  

R3 
増改築事業 1 件 700,000  

700,000 改修事業 0 件 0  

R4 
増改築事業 3 件 1,720,800  

2,181,900  改修事業 2 件 461,100  

R5(見込） 
増改築事業 1 件 700,000  

2,000,000  改修事業 5 件 1,300,000  

R6（予算） 
増改築事業 0 件 0  

416,000  改修事業 2 件 416,000  

 

【補助金の額】 

増改築事業  事業費の 1/2 700 千円を補助金の額の限度とする。 

改修事業 事業費の 1/2 350 千円を補助金の額の限度とする。 


